
平成19年度地方財政計画の概要

総 務 省 自 治 財 政 局
平 成 １ ９ 年 ２ 月

○ 地方財政計画は、地方交付税法第７条の規定に基づき作成される地方団体の歳入歳出総額の見込

額に関する書類であり、国会に提出するとともに、一般に公表するものである。

平成19年度の地方財政の姿Ⅰ

① 地方財政計画の規模 83兆1,261億円（前年度比 △ 247億円、△ 0.0%）

② 地方一般歳出 65兆7,350億円（ 〃 △ 7,451億円、△ 1.1%）

③ 「一般財源」総額 59兆2,266億円（ 〃 ＋ 5,134億円、＋ 0.9%）

4兆4,200億円（平⑱8兆7,420億円）④ 地方財源不足額

折半対象財源不足を解消（平⑱1兆4,058億円）※

○ 社会保障関係の国庫補助事業や退職手当等の歳出の自然増がある中で、基本方針2006に沿って、

地方歳出を厳しく見直し、一般歳出を△1.1％に抑制

【減要因】

・給与関係経費（退職手当除く）･･･ △4,038億円

一般職員等 ･･･ 定員3.4万人純減（5.7％の１年分＋5,000人を純減）、

給与構造改革等により△3,700億円程度

義務教育教職員 ･･･ △300億円程度

・投資的経費（単独）･･･ △3％により、△3,027億円（かい離是正分を除く）

【増要因】

・一般行政経費（補助）･･･ 社会保障関係経費（児童手当含む）を中心に＋5,014億円

・退職手当 ･･･ 団塊世代の大量退職に伴い＋3,380億円

○ 財源不足の補てん（4兆4,200億円）

平成19年度から平成21年度の３年間は従来からの国と地方の折半ルールを継続する。ただし、

平成19年度は折半対象財源不足が生じていないことから、以下のとおり補てん措置を講じる

① 財源対策債の発行 1兆5,900億円

② 臨時財政対策債の発行（既発債の元利償還金分等） 2兆6,300億円

③ 特別交付金（※） 2,000億円

（※）恒久的減税による減収を補てんする制度であった減税補てん特例交付金が平成19年度から廃止された

ことに伴う経過措置として設けられた交付金

○ 特別交付金について、地方税収の動向を踏まえ、総額を変えない範囲で、交付期間を２年から

３年に延長し、平準化

Ｈ19:4,000億円、Ｈ20:2,000億円 ⇒ Ｈ19～Ｈ21:各年度2,000億円
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安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保Ⅱ

一般財源総額 59兆2,266億円（前年度比 ＋ 5,134億円、＋ 0.9%）

・地 方 税 40兆3,728億円 ＜平⑱比 ＋ 2兆4,651億円＞

・地 方 交 付 税 15兆2,027億円 ＜平⑱比 △ 7,046億円＞

・特 例 地 方 債 2兆6,300億円 ＜平⑱比 △ 7,292億円＞
（臨時財政対策債・減税補てん債）

・そ の 他 1兆 211億円 ＜平⑱比 △ 5,179億円＞

計 59兆2,266億円 ＜平⑱比 ＋ 5,134億円＞

＜ 平⑱地方税には所得譲与税を含む ＞

＜ その他は、地方特例交付金等及び地方譲与税（所得譲与税を除く）＞

地方交付税の確保Ⅲ

地方交付税の法定率分を堅持した上で総額を確保

15兆2,027億円 （前年度比 △ 7,046億円、△ 4.4%）

① 地方交付税の法定率分 14兆6,196億円

② 平成18年度からの繰越分 1兆5,208億円

③ 交付税特別会計借入金償還 △ 5,869億円

④ 交付税特別会計借入金支払利子 △ 5,661億円

⑤ 交付税特別会計剰余金の活用等 2,153億円

交付税特別会計の新規借入の廃止と計画的償還の開始Ⅳ

１ 交付税特別会計の健全化

① 新規借入を廃止（平⑱1.2兆円）

② 国負担分残高（約19兆円）を全額一般会計借入金に振替整理

③ 地方負担分残高（約34兆円）は平成18年度補正予算から計画的に償還

○ 交付税特別会計借入金のうち国負担分（平⑱末残高見込18兆6,648億円）を全額国の一般会計

借入金に振替整理し、国と地方の負担関係を明確化

○ 交付税特別会計借入金のうち地方負担分（平⑱補正予算前の平⑱末残高見込34兆1,509億円）

は、現行の償還期限である平成38年度までの償還計画を新たに作成した上で、平成18年度補正

予算から償還を開始

平成18年度補正 償還額 5,336億円

平成19年度当初 償還額 5,869億円
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２ 一般会計加算の年度間調整

一般会計加算（既往分）平⑲6,251億円について、今後、交付税特別会計借入金の償還額

が増加していく状況を踏まえ、加算時期を調整（年度間調整）

○ 平成19年度は、必要な交付税総額・一般財源総額を確保した上で、中期的な交付税の安定的

確保に資するよう、今後、交付税特別会計借入金の償還額が増加していく状況を踏まえ、平成

19年度一般会計加算（6,251億円）を、平成22年度以降３年間均等に加算

Ⅴ 財務体質の改善

① 特例地方債（下記※）の減 ＜平⑱ 3.4兆円 → 平⑲ 2.6兆円＞

68.1％＞② 一般財源比率の改善 ＜平⑱ 66.6％ → 平⑲

③ 地方債依存度の低下 ＜平⑱ 13.0％ → 平⑲ 11.6％＞

④ 地方財政の借入金残高の減 ＜平⑱ 201兆円 → 平⑲ 199兆円＞

○ 地方債総額 9兆6,529億円 （前年度比 △ 1兆1,645億円、△ 10.8%）

【 通 常 債 】 4兆8,429億円 ＜平⑱比 △ 7,053億円＞

【 退 職 手 当 債 】 5,900億円 ＜平⑱比 ＋ 3,300億円＞

【 財 源 対 策 債 】 1兆5,900億円 ＜平⑱比 △ 600億円＞

【臨時財政対策債】(※) 2兆6,300億円 ＜平⑱比 △ 2,772億円＞

【減税補てん債】(※) 皆 減 ＜平⑱比 △ 4,520億円＞

決算かい離の一体的是正Ⅵ

地方財政計画と決算の一体的かい離是正を平成19年度も引き続き推進することにより、決算

かい離は概ね解消する見込み

平⑰ 0.35兆円（一般財源ベース）

平⑱ 1.00兆円（一般財源ベース）

平⑲ 0.60兆円（一般財源ベース）

平⑲かい離是正額

投資的経費(単独)(-) 1.2兆円

一般財源ベース 0.6兆円

経常的経費(単独)(+) 0.6兆円
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児童手当の拡充に伴う財源措置Ⅶ

① 平成19年度の制度拡充に伴う地方負担額473億円については、平成19年度は、地方特例交

付交付金（児童手当特例交付金）により措置

② 平成20年度以降は、平成19年度与党税制改正大綱において、「少子化のための国・地方

を通じて必要な財源の確保について、税制の抜本的・一体的改革の中で検討する。」とさ

れたことを踏まえ、対応

○ ０歳から３歳未満の児童に対する児童手当の月額を一律１万円へ増額

（現行 第一子・第二子５千円 第三子以降１万円）

○ 平成19年度児童手当特例交付金（平成18年度拡充分を含む） 総額1,120億円

公債費負担対策Ⅷ

徹底した総人件費の削減等を内容とする財政健全化計画又は公営企業経営健全化計画を策定

し、行政改革・経営改革を行う地方団体を対象に、平成19年度から３年間で５兆円規模の公的

資金（財政融資資金、簡保資金、公営公庫資金）の繰上償還（補償金なし）等を行い、高金利

の地方債の公債費負担を軽減

○ 政府資金の繰上償還（Ｈ19～Ｈ21） 対象地方債残高 3兆8,000億円程度以内

（財政融資資金 3兆3,000億円程度以内）

（簡保資金 5,000億円程度以内）

対象地方債：普通会計債及び公営企業債（上水道、工業用水道、下水道、地下鉄、病院に

限る）の５％以上の金利の地方債

対 象 団 体：金利段階に応じ、市町村合併、財政力、公債費や公営企業資本費等に基づい

て段階的に設定（財政力指数１．０以上の団体を除く）

○ 公営企業金融公庫資金の繰上償還及び公営企業借換債（Ｈ19～Ｈ20）

対象地方債残高 1兆2,000億円程度

対象地方債：公営企業債（上水道、工業用水道、下水道、地下鉄に限る）の５％以上の金

利の地方債

対 象 団 体：金利段階に応じ、市町村合併、公営企業資本費等に基づいて段階的に設定
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主な地方財政指標

一般財源総額

５９．２兆円（平⑱＝58.7兆円、＋０．９％）

(注)この場合の一般財源とは、地方税、地方交付税、臨時財政対策債、地方譲与

税、地方特例交付金等の計である

一般財源比率

６８．１％（平⑱＝６６．６％）

(注)この場合の一般財源とは、地方税、地方交付税、地方譲与税、地方特例交付

金等の計である

地方債依存度

１１．６％（平⑱＝１３．０％）
［臨時財政対策債を含む］

地方の借入金残高（平⑲末見込み）

１９９兆円（平⑱末見込み(当初)＝２０１兆円）

交付税特別会計借入金残高（平⑲末見込み）

３３．０兆円（平⑱末見込み(当初)＝５２．８兆円）

(注１)国負担分１８．６兆円は全額国の一般会計借入金に振替整理

(注２)地方負担分３４．２兆円は平⑱補正０．５兆円、平⑲０．６兆円の償還によ

り３３．０兆円となる
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公債費負担の軽減対策について

徹底した総人件費の削減等を内容とする財政健全化計画又は公営企業経営健全

化計画を策定し、行政改革・経営改革を行う地方団体を対象に、平成19年度から

３年間で５兆円規模の公的資金（財政融資資金、簡保資金、公営公庫資金）の繰

上償還（補償金なし）等を行い、高金利の地方債の公債費負担を軽減

１．政府資金の繰上償還（Ｈ19～Ｈ21）

対象地方債：普通会計債及び公営企業債（上水道、工業用水道、下水道、地

下鉄、病院に限る）の５％以上の金利の地方債

対 象 団 体：金利段階に応じ、市町村合併、財政力、公債費や公営企業資本

費等に基づいて段階的に設定（財政力指数１．０以上の団体を

除く）

対象地方債残高 ３兆８，０００億円程度以内

○ 財政融資資金 ３兆３，０００億円程度以内

○ 簡保資金 ５，０００億円程度以内

２．公営企業金融公庫資金の繰上償還及び公営企業借換債（Ｈ19～Ｈ20）

対象地方債：公営企業債（上水道、工業用水道、下水道、地下鉄に限る）の

５％以上の金利の地方債

対 象 団 体：金利段階に応じ、市町村合併、公営企業資本費等に基づいて段

階的に設定

対象地方債残高 １兆２，０００億円程度

うち平成19年度

繰上償還 ４，０００億円程度

公営企業借換債 ２，０００億円

３．その他

１及び２の繰上償還については、その財源として、必要に応じ民間等資金によ

る借換債が発行できることとする
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